
事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する制度（スキーム）

事業者団体（社団法人等）

資料４

リフォーム事業者以外
（建材、設計、会計等）

事業者団体（社団法人等）

会員種別の明確化

（リフォーム事業者との区別）

人材育成（研修、独自資格等）登録・更新

・社団法人、事業協同組合等
・構成員の数が一定規模以上
・構成員が二以上の都道府県
・設立後一定期間が経過 リフォ ム・設立後一定期間が経過
・債務超過ではない 等

報告

（消費者相談、人材育成活動等）

報告

（資格・能力の状況、保険加入状況等）

国
団体

（事務局）

リフォーム
事業者

・建設業許可
・建築士
・建築施工管理技士

指導・助言・勧告・除名

情報提供等

保険
法人

消費者保護等のための

指導・助言・勧告・登録抹消

相談内容の通知

建築施工管理技士
等

＜部門別に要件を設定＞
①マンション共用部分
②戸建総合
③内装・設備

ホームページによる情報提供団体情報

相談案件に係る報告

③内装・設備

工事
一定額以上の工事は

原則保険加入

相談窓口

ホ ムペ ジによる情報提供団体情報
の提供 書面交付

重要事項説明
誇大広告の禁止

・構成員等の資格・能力
・消費者相談の状況
・研修受講状況
・工事実績 等

消費者 消費者（発注者）


